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ろご意見を伺ったので、そういったことも踏まえまして、急遽、途中までですけれども、一応こんなイメー

ジでつくったらいかがでしょうかということを、きょう至急用意させていただきましたので、それは後で最

後のところでそういった検討をしていただけるかと思っております。 

 ワーキンググループ報告はいいですか、こんなところで。 
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りました。そこで、ガイドラインそれだけを見ればわかるように、こういった別紙の形に抜き出したもので

ございます。 

 こうした前提で、資料のご説明をさせていただきます。全部を説明すると長くなりますので、特に大きく

論点として挙がっていたところを中心にお話をしたいと思います。 

 最初の「案件形成調査に関する環境社会配慮の手続き（修正案）
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理できていないところがあるんですけれども、ある、ないという言い方よりは、小さくない、あるいは小さ

いという言い方の方がちょっとすっきりするかなというイメージなんですね。ですから、ある、なしと小さ

くない、小さいというのはほぼ一緒だという言い方もできるかもしれませんが、ちょっと言い方を変えたと

いう程度というふうに考えていただければと思います。 

○原科委員長 影響が小さくないというのは、影響がないに近いということで、影響が無視できる程度とか、

そんなようなニュアンスですか。 

○村山委員 小さくないというのが無視できないという意味に近いです。 

○原科委員長 そうか、小さくないから無視できないということですか。何かちょっと、その表現は難しい

ですね。どうしたらいいのか。この辺は表現をうまくしないと。無視できないということですね。 

 あと、それでは、もう一つ。２番目の１の審査・採択段吉俑俚）で、提э蜚の審査及び審査委員会で、１

つ目のポツで上記内容の妥当性についてというところです。矢印がありますね、担当部、環境社会配慮担当、

そして矢印、次が環境社会配慮の専門家を含む虐部審査委員会と順番にありますけれども、この順番に審査

していくということは、虐部審査委員会が最後にあるということで、その辺が重要な役割を果たすという、

そんな位置づけになりますか。 

○村山委員 そうですね。やはりジェトロの内部で審査をしたものに対して、虐部の方で議論するという順

番がいいのかなということがまずありまして、内部の中でも担当部から、審査担当、環境社会配慮担当に流

れるというのが自然かなということで、ここでこういう順番にしております。 

○原科委員長 わかりました。よろしいでしょうか。 

 それでは、次の資料になります。柳委員、どうぞよろしくお願いします。よろしくというのは、どっちが

手を挙げられたんですか。では、満田委員、お願いいたします。 

○満田委員 私の方からは、先日のワーキンググループに、住民協議・ヒアリング実施に関する意見という

ことで１枚のペーパーを出させていただいております。このタXへ なんですが、住民協議と粧いてしまい

ましたが、然割ーソ彼 彫ー協議ということで 骸させていただきたいと思います。 

 この内容については、先ほ稽のワーキンググループのＶ長の方からのい圃 に教まれていたような意見衝

したようなものｌので、ここでは 牟を割灩させていただきます。ただ、０鳶だけ 敗させていただけ
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 よろしいですか。 

 それでは、もう一つ、今度はＪＩＣＡの国際協力専門員、田中委員からのメモがございます。案件形成調

査についてということでいただいております。この中身は、きょうは田中委員はご欠席ですので、事務局の

方から、藤崎さん、ご説明お願いします。 

○事務局（藤崎） 案件形成調査についてというメモが田中委員から出されておりますので、私の方で読み

上げさせていただいて、ご紹介いたしたいと思います。 

 本日開催の第９回ジェトロ環境社会配慮ガイドライン策定委員会に出席できませんので、これまでの議論
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○原科委員長 どうですか。 

○松本委員 これは結局進め方の問題にもなって、まだ根本的に議論が必要な点が。 
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ラインの内容に係るものは７番までだと思っております。それから、今、原科委員長のガイドライン案とい

う私案を拝見したのですが、ちょうど松本委員のその７項目と委員長の私案の基本方針のところです、基本

的な考え方のところが、項目的には共通しているのかなと考えておりますので、もし差し支えなければ、こ

のまず基本方針を固めて、それから手続、各審査段階ですとか、調査の実施の段階ですとか、そういった手

続の話を詰めていった方が効率的にいくのではないでしょうか。 

○原科委員長 今のご提案ですが、わかりました。私もそれが一ついいと思います。その前に、まず中身に

対して清水部長から確認したいというご提案でしたので、まずこれを、例えば審査・採択段階についてはち

ょっと確認して、そして基本的考え方に戻るというように進めていくというのもあると思いますが、いかが

でしょうか。審査・採択段階に対しては、今、対応表を確認した方がいいと思います。どうでしょうか。 

○清水産業技術部長 松本委員につくっていただいたメモの中で、どこが対応が進んでいて、どこがもう少

し議論する必要があるのかというのをチェックした方が・・。 

○原科委員長 そうしておくと、次の議論がしやすいのではないかと。 

○清水産業技術部長 議論がしやすいのではないかと思います。 

○原科委員長 それでは、１番目の審査採択段階の公募提案書に求められる環境社会配慮事項に関しては今

のようなことでございました。 
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 したがって、考え方としては同じだと思いますが、環境と社会をそれぞれ分けて、１人づつ置きなさいと

か、さらにコメントのところにございますが、「必ず派遣する」というところまで義務化するのは、私は適

当ではないと考えております。もし、調査実施主体が担当を分けた方がいいということであれば、分けて置

かれればいいと思いますけれども、それを義務化することは適当ではないと思います。全体の調査予算枠の

中で、日本から環境配慮の方、社会配慮の方をわざわざ派遣するのかと考えても、必ずしもそれを義務づけ

ることは適当だとは思いません。 

 例えば、前に藤崎さんから話がありましたけれども、社会配慮にはV 䟦〝
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うな段階では、報告書ができる状況にないではないかという時には、それなりの加速を求める、もしくは計

画の変更を求めるということになります。けれども、それは今の我々の書き方で十分ではないかと考えてお

ります。 

 それから、「外部意見」でございますが、これは私どもだけではなくて、ジェトロ全体でどのように運営

するかというお話でございますので、私どもとしては、単独ではお答えしにくい部分です。 
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上に概要版、それから日本語の報告書についてはジェトロの図書館にオープンにしています。これについて

は、まだ余り細かい議論をワーキンググループでもしておりませんので、もう少し細かい議論をする必要が

あろうかと思いますが、今の我々のスタンスは、今以上の情報を出すということは考えておりません。これ

はコスト、それから手間ということです。 

 以前、委員会で一度申し上げましたが、情報公開をする義務、といったら少し言い過ぎかもしれませんが、

私どもはそこまで契約の中で求められておりません。契約の中では、報告書を経産省に納めて終わりです。

逆に報告書の中身については勝手にオープンしないという契約でございます。ただ、やはりこういった調査

でございますので、皆さんに公開する方がいいだろうということで、ある種ボランタリーに私どもジェトロ
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としておいたほうが良いでしょう。 
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うふうに理解したんですが、そうではなくて外すというご意見なんでしょうか。 

○原科委員長 後で議論しましょう。私はそう思ったんですが、いや、残すべきだというご意見が強ければ、

残すことも考えます。 

 どうぞ。 

○満田委員 私の意見といたしましては、これはやはり委員会案としては残した方がよろしいんではないか

と思っています。というのは、今までの議論の前提になった部分ですので、やはりフィージビリティ調査で
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地球温暖化に資する事業化調査のような、似たような調査が出てくる可能性があって、そのために一々改定

したり、また同じような議論をするのも非常に、余り効率的ではないと思いますので、私としてはこの一連

の議論をなるべく広く生かすために、やはりこの「３つ」と書くと、名称もきちっと書いてあるので、「事

業等」とか何かちょっと含みを持たせた書き方で、類似の事業も対象とするということをあらわしたらどう

かなと思うんですけど、いかがでしょうか。 

○原科委員長 どうぞ。 

○清水産業技術部長 それはだめです。通常文章上「等」といったときには、まさに今やっている３つの事

業以外に何かが想定されるということですけれども、我々が考えているのはこの３つの事業でございますの

で、「等」という形で膨らますということは、私は了承しかねる表現かと思います。 

○原科委員長 そうですね。実際に具体的な内容がある場合ですね、「等」は。 

○清水産業技術部長 実際にあれば、それも可能だと思いますが。 

○原科委員長 みんな対象にすると。注釈として、今後、類似のそうべ 逌懢貝る場権にはうさス綜 撤 
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○清水産業技術部長 民活は円借款案件を必ずしも目的としていません。 

○原科委員長 それで「主な」にしたんですけれども。「主な」でもＯＤＡが強く出過ぎるかな。 

○清水産業技術部長 これまでの議論も、基本的には地球環境調査をベースにしてきておりますので、実は

石油調査の扱いについては余り細かい議論はしていないのですけれども、このガイドライン自身は石油調査

についても共通なので、どこまでそこの中に求めるかということかと思います。 

○原科委員長 そうなんです。それで、「主な目的」という表現でもちょっと強過ぎたかなと思ったので、

ちょっとお聞きしたんですが。ただ、ＯＤＡ事業の一貫性を図る必要があるという流れには、そういう議論

でないとまずいかなと思ったんですが、どうでしょうか。 
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に新ＪＩＣＡ、新公庫のガイドラインの議論がどうなっているのかというのももちろんわかりませんので、

あまり前提を置いてもここはしようがないので、今のあるものを前提に書いておいて、実際に施行されると

きにその時点でのその状態に合わせて文言化するしかないと思います。 

 あるいは、今、村山先生がおっしゃったとおり、具体名を外して、政府機関の云々というようなことで、

どうあっても読み得るような。 
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○原科委員長 そう思います。それはＪＢＩＣにとってもぐあいがいいですよね、そういう案件をつくって

もらった方が。 
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うことは非常に私なんかは疑問に思っておりまして、やはり例えば現場の実施機関ですか、それを通じてし

か恐らくできないことだってあるわけですね。そのあたり、例えば民間の企業さんにどこまで求めるのかと

いうところを、ちょっと考えてみた方がいいんではないかと、私自身は思います。 

○原科委員長 わかりました。その辺の考え、ちょっと今のは、少し強く書き過ぎた感じもしますから、直

しましょう。 

 あと、３ページ、
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があるだろうと。 

○原科委員長 だから起草役は１人決めて、それでどんどんインプットしてもらいます。起草役は委員の方

がいい。 

 どうぞ。 

○満田委員 もしこれ委員会案にするのであれば、委員の中で何人か分担して、すり合わせながら書いて、

この場に出すというようなことにした方がいいと思います。 

○原科委員長 そういう方法でもいいけれども、でも、だれかが責任を持っていないとまずいと思います。 

○柳副委員長 そのときに…… 

○原科委員長 柳委員、やりますか。 

○柳副委員長 いえ、僕はやらないです。やらないけれども、案件形成調査の手続でジェトロの方から出て

いますよね。これを入れ込んでいっていただかないと、いつまでもずっと平行線で。 

○原科委員長 だから、これでいきましょうと。 

○柳副委員長 これが入ってこないので、２の案件形成調査の手続については、ジェトロの修正案というや

つをうまく入れ込んでいってやって。 

○原科委員長 そうです。時間がなくてそこまで。ジェトロの修正案が後でできたので、入れ込む時間がな

かったので。では、ＣＳＲがまだできていないので、ＣＳＲを満田さん、お願いしていいですか。 

 案件形成は、途中までやった私のもの、これに続けて非力ながらやってみます。では、藤崎さんが第Ⅰ部、

第Ⅱ部が満田さん、第Ⅲ部が私と。私は、お助けいただくという前提でやりましょうか。 

 では、そういうように作業を進めて、次回議論するということにいたしましょう。 

 では、次回の日程を。 

○事務局（植田） 次回は13日の金曜日でございますけれども、10時－12時、午前中でございますが、よろ

しくお願いいたします。 


